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                                  令和 ６年６月１日 

重 要 事 項 説 明 書 
  グループホーム風花 

 

認知症対応型共同生活介護サービスおよび介護予防認知症対応型共同生活介護サービ

スの提供開始にあたり、当事業所が説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1 事業者 

事 業 者 の 名 称 株式会社 クロス・サービス 

事 業 者 の 所 在 地 〒791-1102 愛媛県松山市来住町１４５８番地４ 

法  人  種  別   株式会社 

代  表  者  名  代表取締役  岡部 純二 

電  話  番  号  （０８９）９５８－７００１ 

 

2 ご利用事業所 

事 業 所 の 名 称  グループホーム風花 

事 業 所 指 定 番 号 ３８９０１００７６５ 

事 業 所 の 所 在 地 〒791-1102 愛媛県松山市来住町１０５７－１ 

管  理  者    山内 珠美 

電  話  番  号  （０８９）９９０－３３７７ 

ＦＡＸ 番 号   （０８９）９９０－３３７８ 

 

3 事業の目的と運営の方針 

事業の目的  株式会社クロス･サービスが開設するグループホーム風花が行う指定認知症

対応型共同生活介護サービスおよび指定介護予防認知症対応型共同生活介護

サービスの適正な運営を確保し、事業所の管理者や従事者が要支援または要

介護状態にある認知症高齢者に対し、適正なサービスを提供することを目的

とします。 

運営の方針  １．グループホーム風花は、認知症対応型共同生活介護計画または介護予

防認知症対応型共同生活介護計画に基づき、家庭的な環境の下で、入浴、排

泄、食事等の介護、相談・援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生

活上の世話、機能訓練及び健康管理を行います。また、そのことにより、利

用者がその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことが出来るよう

目指します。 

２．利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って指定認知症

型共同生活介護サービスおよび指定介護予防認知症対応型共同生活介護サー

ビスを提供するよう努めます。 

３．明るく家庭的な雰囲気の下、地域や家族等との結びつきを重視した運営

を行い、他の地域密着型サービス事業者、市町、地域包括支援センター、居

宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、介護保

健施設、保健医療サービス・福祉サービスの提供者等との密接な連携に努め

ます。 



 

- 2 - 

4 事業所の概要 

(1) 敷地および建物 

 敷         地 １５５７．６４㎡ 

建  物 

 

構   造  鉄骨２階建（耐火建築） 

延べ床面積 ６９５．１８㎡ 利用定員 １８名（9名×2 ﾕﾆｯﾄ） 

 

(2)主な設備 

設備の種類 数 面     積 １ユニット当りの面積 １人当りの面積 

食 堂 ２ １０８．０２㎡ ５４．０１㎡   ６．００㎡ 

浴 室 ２ １６．９４㎡ ８．４７㎡  

便 所 10 ２９．００㎡ １４．５０㎡  

居 室(個室) 18 ８９．４６㎡ ９．９４㎡  １０．８３㎡ 

居 間 ２  ９０．５８㎡ ４５．２９㎡ ５．０３㎡ 

台 所 ２  ２７．２６㎡ １３．６３㎡  

フリールーム ２ ２５．８４㎡ １２．９２㎡  

洗濯室 ２  １２．２０㎡  ６．１０㎡  

事務室 ２  １９．００㎡  ９．５０㎡  

倉 庫 ２  １４．２４㎡  ７．１２㎡  

エレベーター １ ２．７７㎡    

スプリンクラー 94    

※上記は、厚生労働省が定める基準にもとづいた施設・設備となっております。 

 

5 職員体制（主たる職員） 

 

従業者の職種 

員

数 

区分 常勤

換算

後の

人員 

 

職務内容 

 

保有資格 

（※重複保有含む） 

常勤 非常勤 

専

従 

兼

務 

専

従 

兼

務 

管理者 
※介護職員兼務 

1  1    

 

 

15.3

名 

事業内容の調整、サービスの

調整、介護･相談業務 

介護福祉士 

 

計画作成担当者 

※介護職員兼務 

1  1   ケアマネジメントにかかる

業務全般 

介護支援専門員 １名 

介護福祉士   １名 

介護職員 25 7  18  
日常生活の介護･相談業務 

介護福祉士    9名 
ヘルパー２級  4名 

 

6 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤   務   体   制 

管理者 常勤で兼務 

計画作成担当者 常勤で兼務もしくは非常勤で勤務 

介護職員 ＜職員配置体制＞ 

① 日中活動時間帯  （ ７：００～１８：００） ３～４名 

②夜間･深夜時間帯  （１８:００～翌日７：００） １～２名 

※１ユニットでの配置人数です。ご利用者の状態や行事等に合わせて、適時

必要な職員配置を行います 
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7 ご利用対象者 

1）要支援２以上の方で、認知症であると医師より診断された方 

  2）自傷他害の恐れがなく、共同生活を営むのに支障がない方 

  3）日常的に医療的管理が必要でない方 

 

8 サービスの概要及び利用料金 

(1) 介護保険給付サービス  

種 類 内         容 利  用  料 

日常生活の

援助 

・認知症による生活の不便や障害を考慮し、できる限り

有する能力を生かした日常生活が営めるよう必要な援

助を行います。 

介護報酬の告示上

の額(ただし、法定

代理受領の場合は

認知症対応型共同

生活介護サービス

または介護予防認

知症対応型共同生

活介護サービス基

準額の介護保険負

担割合証の割合相

当、法定代理受領

でない場合は、同

上サービス基準額

相当額となりま

す。) 

 

※同項(3)に記載 

排せつの 

介助 

・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を行うととも

に、排せつの自立についても適切な援助を行います。 

・おむつを使用する方に対しては適宜交換を行います。 

入浴の介助 
・入浴介助または清拭を行います。 

着替え等の

介助 

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを行うよう配

慮します。 

食事の介助 
・利用者の状態に応じて､必要な場合は食事の介助を行

います｡ 

整容の介助 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容が行われるよ

う援助します。 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・シーツ交換及び寝具の天日干しは適宜、実施します。 

移動･外出

等の介助 

・車椅子使用時や移動歩行時の転倒を防ぐため、適時必

要な介助を行います。 

健康管理 

・訪問看護ステーションの看護師および協力医療機関の

医師により、定期的に訪問日を設けて日常の健康管理

に努めます。また、異変時や緊急時等、必要な場合に

は速やかに主治医あるいは当該協力医療機関等に連絡

し、必要な措置を講じます。 

 

訪問看護ステーションてとて TEL：９７５－７９１９ 

かどた内科            TEL：９５７－３１１３ 

レクリエー 

ション 

・当事業所では行事計画に沿って月 1回、レクリエーシ

ョン行事を行います｡ 

相談及び 

援助 

・当事業所は、利用者およびそのご家族等からのいかな

る相談についても誠意をもって応じ、可能な限り必要

な援助を行うよう努めます。 

（相談窓口） 管理者 山内 珠美 
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(2)介護保険給付外サービス  

種 類 内      容 利  用  料 

おむつの提供 利用者のご希望に応じて提供します。 実  費  

通院・受診サービス 

通院や受診が必要な場合でご家族等が

同行できない場合は、当事業所の職員

が同行､介助を行います。  

・介助料無料 

・交通費実費（公共交通

機関あるいはタクシー

等利用） 

理美容サービス 

ご希望に応じて、当事業所提携の理美

容店にて、訪問理美容サービスをご利

用頂けます。 

 実  費 

健康管理 
定期検診やインフルエンザ予防接種を

行います。 
実 費 

 

 (3)利用料金 

① 介護保険    （介護保険負担割合証の割合に応じた額となります） 

介護度 

表記の数字は、負担割合が一割の計算です。 

基本単価 

（1日） 

医療連携体制 

加算Ⅰ(1 日) 

協力医療機関 

連携加算(1月) 

夜間支援体制 

加算Ⅱ(1 日) 
30日換算 

要支援 2 749円   25円 23,220円 

要介護 1 753円 37円 100円 25円 24,550円 

要介護 2 788円 37円 100円 25円 25,600円 

要介護 3 812円 37円 100円 25円 26,320円 

要介護 4 828円 37円 100円 25円 26,800円 

要介護 5 845円 37円 100円 25円 27,310円 

＜備考＞ 

※ 医療連携体制加算（Ⅰ）･･･1 日当たり３７円 

  当事業所は訪問看護ステーションと契約し、看護師を１名以上確保、日常の

健康管理や２４時間連絡可能な体制および医療との連携体制を取っていま

す。尚、重度化し看取りの必要性が生じた場合には、「重度化し看取りの必

要性が生じた場合における対応指針」（別紙）に基づいて対応します。 

※ 協力医療機関連携体制加算･･･1 月当たり１００円(新設) 

  協力医療機関との実効性のある連携体制を構築するため、入居者の現病歴等

の情報共有を行う会議を毎月１回行います。 

※ 夜間支援体制加算（Ⅱ）･･･1 日当たり２５円 

  従来の夜勤職員を常勤換算方法で１名配置の要件に加え、更に事業所ごとに

常勤換算方法で０．９人以上の夜勤職員の配置と利用者に対して１０％の見

守り機器の導入により夜間の見守り体制を強化します。 

※ 身体拘束廃止未実施減算について 

   当事業所では、「身体拘束等の適性化のための指針」（別紙）を定め、身体

拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３カ月に一回以上開催し、

職員へ身体拘束等の適正化のための定期的な研修を行っています。 
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また、ご利用者により次の加算が生じる場合があります。 

※認知症専門ケア加算（Ⅰ）･･･１日当たり３円 

医師より認知症高齢者日常生活自立度がⅢ～Ｍと判定された方に対し専門的な

認知症ケアをおこないます 

（ただし、以下の基準を満たしています） 

 ・事業所における利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある

症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者 

（以下「対象者」）の占める割合が２分の１以上であること 

 ・認知症介護に係る専門的な研修を修了しているものを、対象者の数が 

２０人未満である場合にあっては１人以上、当該対象者の数が２０人以上であ

る場合にあっては、１に、当該対象者の数が１９を超えて１０又はその端数を

増すごとに１を加えた数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施

していること 

 ・事業所の職員に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導

に係る会議を定期的に開催していること 

 ※若年性認知症利用者受入加算･･･１日当たり１２０円 

   認知症と診断された４０～６４歳の方に対して個別に担当者を決め、サービス 

の提供を行った場合 

※看取り介護加算 

看取りに関する指針を定め、利用者又は家族の同意のもと、医師、看護師等多 

職種共同にて介護に係る計画を作成し、計画に基づき利用者がその人らしく生 

き、その人らしい最後を迎えられるように支援した場合に算定します。 

 （ただし以下の基準を満たします） 

  ・医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者による協

議の上、事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看取りに関す

る指針の見直しを行うこと 

    ・入居の際に当ホームの「重度化し終末期ケアの必要性が生じた場合にお

ける対応指針」の説明を行い、同意を得ていること（別紙同意書あり） 

   医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと

診断した者であること 

  ・看取りに関する職員研修をおこなっていること 

     加算１ 死亡日以前３１～４５日   ７２円／日 

加算２ 死亡日以前４～３０日   １４４円／日 

    加算３ 死亡日前日及び前々日   ６８０円／日 

    加算４ 死亡日           １,２８０円 

    死亡月にまとめて算定する加算のため、入院後にお亡くなりになった場合

等、利用終了後、翌月に算定させていただく場合があります。 

※退居時相談援助加算          １回４００円 

グループホームを退居し、居宅サービスや他の地域密着型サービスを利用す

る場合の相談支援を行い、かつ入居者の同意を得て、退去の日から２週間以

内に当該入居者の退去後の居宅地を管轄する市町村及び老人介護支援センタ

ー、又は地域包括支援センターに対して、当該入居者の介護状況を示す文章

を添えて当該利用者に係る居宅サービス又は地域密着型サービスに必要な情

報を提供した場合に、当該入居者 1 人につき１回を限度として算定します。 
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※退居時情報提供加算(新設)       １回２５０円 

医療機関へ退所する入居者について、退所後に利用する医療機関に入居者を

紹介する際、入居者等の同意を得て当該入居者の心身の状況、生活歴等を示

す時情報を提供した場合に、当該入居者 1人につき１回に限り算定します。 

※入居者の入退院支援の取組への算定   ２４６単位/日 

入院後３ヶ月以内に退院が見込まれる入居者について、退院後の再入居の受

け入れ体制を整えている場合には、１月に６日を限度として算定します。 

 

その他、 

※介護職員等処遇改善加算Ⅱ･･･介護報酬総額×１７．８％が加算されます。 

 

また、３０日を超える病院又は診療所への入院の後に再び入居した場合も、同様と

します。 

 

② 介護保険外の実費負担料金 

※ただし、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由により変更する場合は、事業

者は契約者に対して事前に説明を行い同意を得るものとします。 

※入院期間中における介護保険外の実費負担料金については家賃分のみとし、それ以外

の費用は発生しないものとします。 

※月の中途における入居または退居については、家賃・光熱費は当該月の日数で日割り

計算した額とします。 

 

9．苦情の受付について 
＜苦情処理を行うための処理体制・手順＞ 
 １）苦情があった場合は、直ちに担当者が利用者又はその家族と面談し、詳しい内容 

を聞きます。 
 ２）担当者は速やかに全職員で検討会議を行い、苦情の内容や適切な対処方法につい

て話し合います。 
 ３）検討の結果、管理者は利用者又はその家族に改善内容を提示するなどの具体的な

対応を誠意をもって行います。 

 ４）苦情に関する記録を作成して、再発を防ぐために役立てます。記録は個人情報と
して適に取り扱い、その完結の日から鍵付きの書庫にて５年間保管するものとし
ます。 

  ※普段から事業所内でのミーティングや検討会議、モニタリング、研修などを適宜
行いサービスの質の向上を図ります。また、利用者や家族が本音や苦情を言いに
くい立場に置かれていることを鑑み、普段から意見を言いやすい関係づくりに留
意します。 

  ※定期的な自己評価、外部評価を実施する事で、サービスの質の向上を図るととも
に、運営推進会議を活用し、地域の方や関係者等からの意見や要望を反映させた
運営を行います。 

 

1. 家 賃 １ヶ月  ４２，０００円 

2. 食材費 １日    １，５７０円 

3.  水道光熱費 １ヶ月  １３，０００円 
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苦情等申立先 

① 苦情等申し立て窓口 

苦情申し立て窓口 電 話 受付時間 

グループホーム風花 
 
管理者 山内 珠美 

 ９９０－３３７７ 

平日 9：00～18：00 
※事業所には常時介護職員がい

ますので、上記時間以外でもご

相談ください 

 

② 上記以外の苦情等申し立て窓口 

苦情申し立て窓口 電 話 受付時間 

㈱クロス・サービス 
福祉事業部部長 越智哲哉 

９９０－３５５５ 
０９０－９７７４－４９０６ 

平日 9：00～18：00 

松山市介護保険課 
事業所指定・指導担当 

９４８－６９６８ 
平日 8：30～17：15 

（土日祝日、年末年始休み） 

愛媛県国民健康保険団体連合会 ９６８－８７００ 
平日 8：30～17：15 

（土日祝日、年末年始休み）  
愛媛県福祉サービス運営適正

化委員会 

（愛媛県社会福祉協議会）  
９９８－３４７７ 

平日 9：00～12：00 
  13：00～16：30 

（土日祝日、年末年始休み） 

 

10 身体拘束についての原則 

  契約者の「生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合」を除き、原則と

して身体拘束を禁止します。ただし、上記の状況で例外的に行う場合は、職員個人ま

たはチームで行わず事業所全体で判断し、その内容・目的・時間・期間など本人や家

族に十分説明し、理解を求めるとともに、身体拘束に関しての記録の作成を行います。 

 

11 虐待防止のための措置 

１）虐待の発生及び再発を防止するため、下記に掲げる措置を講じます。 

① 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して 

行うことができるものとする。）の定期的な開催と、その結果について従業者 

への周知の徹底 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修の定期的な実施。 

④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置 

２）サービス提供中に、従業者又は養護者（利用者の家族等利用者を現に養護する 

者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町 

村に通報します。 

 

12 協力医療機関 

医療機関の名称 かどた内科 来住歯科 

院 長 名 門田 富史 安井 章 

所 在 地 砥部町高尾田 635-2 松山市来住町 961-1 

電話番号 957-3113 975-8811 

診 療 科 内   科 歯   科 

救急指定の有無 無 無 
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入院設備 
無 無 

各医療機関との調整を行う。 

契約の概要 
上記医療機関は、利用者に病状の急変があった場合や必要な場合

に、当事業所に適切な指示・助言を行う。 

 

13 秘密の保持 

当事業所の職員は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を守ります。又、

退職した場合においても、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させる

ため、採用時、職員にこれらの秘密を保持するべき旨を記載した誓約書に記名捺印す

ることを義務づけています。 

 

14 個人情報の取り扱い 

利用者及びその家族の個人情報の取り扱いには充分に注意し、流出することがない

よう保管・管理には充分注意します。但し、以下の内容については利用者および家族

の同意を得た上で必要な情報の提供を行う場合があります。 

① 利用者が急病や病状の悪化、事故等により入院治療が必要になった場合の入院

先医療機関への利用者及びその家族に関する個人情報の提供 

② 他のサービス利用や退居時等にかかる他施設、他事業所、医療機関等への利用

者及びその家族に関する個人情報の提供 

③ サービス担当者会議や外部評価等、利用者の生活の質を担保し、向上を図る上

で必要な利用者及びその家族に関する個人情報の提供 

 

15 緊急時等の対応 

  病状の急変及び怪我、窒息、意識不明、急な発熱など緊急時の場合には、速やかに

適切な対応を講じ提携医に連絡、その指示に従い、ご家族等に連絡します。又、行方

が不明になった場合は、速やかに最寄りの交番および松山南警察署に連絡、捜索依頼

をすると同時にご家族等にも報告し、職員が緊急連絡網で出動、捜索を行います。 

 

16 事故発生時の対応 

事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡するとともに、市町に報

告する等必要な措置を講じます。事業者は、万が一の事故に備えて損害賠償保険に加

入しています。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はその対象とはなり

ません。 

 

17 非常災害時の対策 

事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取

り組みを行います。また、非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対

処するための計画を作成し、事業所に掲示しています。 

近隣との協力関係 近隣住民や町内会と連携し、非常時の相互の応援を約束しています。 

平常時の訓練等 
最低 6 ヶ月に１回は避難･救出等の訓練を職員､利用者共に参加して

実施します。なお、訓練計画書を作成し事務所内に掲示しています。 

防 災 設 備 

 

設備名称 個数等 設備名称  個数等 

スプリンクラー あり 屋内消火栓  あり 
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避難階段等  あり 屋内消火器  あり 

自動火災報知機 あり 非常通報装置  あり 

誘導灯 あり 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源  あり 

カーテン等は防煙性能のあるものを、また、外壁は防火サイディン
グを使用しております。また、設備等の点検を業者に委託し、定期
的に実施しています。 

 

17 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 有 

実施した直近の年月日 令和 4 年 4 月 13 日 

実施した評価機関の名称  社会福祉法人愛媛県社会福祉協議会 

 評価結果の開示状況  WAM NET（介護地域密着型外部評価） 

 

 

18 当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 
面会はいつでも可能ですが、来訪時には必ずその都度職員に届出てく

ださい。又、宿泊される場合には必ずお申し出下さい。 

外出・外泊 外泊･外出の際には必ず行き先と帰宅時間を職員にお申し出下さい。 

協力医師以外の 

医療機関への受診 

 必要時・希望時には受診の予約、同行をし、医師の診断結果や指示等

を適切に把握し、家族等に報告します。また、職員間で報告・申し送

りを行い、指示に従った服薬介助等を行います。 

入院時の対応 

 入院手続き等が必要な為、ご家族等での対応をお願いいたします。た

だし、職員が入院に必要な保険証類や衣類、身の回りの用品等を準備

して同行することができます。 

居室・設備・ 

器具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さい。

これに反したご利用により破損等が生じた場合、原状回復のため実費

負担していただく場合があります。 

喫煙・飲酒 
喫煙は決められた場所でお願いいたします。飲酒はできますが、居室

への持ち込みはできません。 

所持品の管理 本人及び家族等から依頼があれば、事業所で管理をします。 

現金等の管理 
本人及び家族等から依頼があれば、事業所で管理をします。 

（※預り金規程に基づく） 

 

 

私は重要事項の説明を受け、その内容に同意いたしました。 

令和  年  月  日  利用者氏名：        印   

             家族等氏名：        印（続柄：    ） 


